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国保加入世帯
12,971世帯
国保加入者数
23,028人

(平成26年９月１日現在)
お問い合わせ先
保　険　課
☎㉕1116

平成26年度　国保当初予算額

95億9,228万円
（前年度比1.7％減）

保険給付費
6,364,168
66.3%

後期高齢者
支援金
1,237,776
12.9%

介護納付金
543,739
5.7%

共同事業
拠出金
1,237,330
12.9%

総務費
130,513
1.4%

保険事業他
78,758
0.8%

歳出
（千円）

国庫支出金
2,211,630
23.0%

保険税
2,110,868
22.0%

県支出金
545,588
5.7%

市繰入金
573,141
6.0%

前期高齢者
交付金
2,060,882
21.5%

共同事業
交付金
1,449,589
15.1%

療養給付費等
交付金
602,336
6.3%

繰越金他
38,250
0.4%

歳入
（千円）

平成26年度の当初予算額をお知らせします

　

国
保
加
入
者
が
新
た
に
職
場
の

健
康
保
険
な
ど
の
社
会
保
険
に
加

入
し
た
場
合
、
国
保
の
資
格
は
自

動
的
に
喪
失
さ
れ
な
い
た
め
、
国

保
を
脱
退
す
る
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

社
会
保
険
の
資
格
取
得
日
以
降

に
（
社
会
保
険
証
が
手
元
に
届
い

て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
）、
国

民
健
康
保
険
証
を
使
用
し
て
医
療

機
関
を
受
診
し
た
場
合
、
後
日
国

保
が
負
担
し
た
医
療
費
（
一
部
負

担
金
を
除
く
７
割
か
ら
９
割
分
）

を
返
還
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
と
社

会
保
険
料
と
の
二
重
払
い
が
生
じ

て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

国
保
の
脱
退
手
続
き
は
郵
送
で

も
で
き
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け

早
く
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

手
続
き
方
法

○
窓
口
の
場
合

　

国
保
と
社
会
保
険
そ
れ
ぞ
れ
の

保
険
証
を
持
参
し
、
保
険
課
（
市

役
所
１
階
）又
は
市
民
福
祉
課（
総

合
支
所
仮
庁
舎
）
へ

　歳入歳出ともに前年度より約1.6億円（1.7％）の減額になりました。これは、国保加入者が減
少したことなどによるものです。
　歳入内訳は、国庫支出金が約23％、保険税が約22％、前期高齢者交付金が約22％を占め、歳
出内訳は保険給付費が約66％、後期高齢者支援金が約13％、介護納付金が約６％で全体の約８
割を占めています。
　国保加入者の減少による影響は、保険税の減収にもつながっています。保険給付費も国保加入
者数の減少に合わせ減額を見込んではいますが、医療費は年々増加しており、国保財政は依然と
して厳しい状況です。
　引き続き、国保加入者のみなさんには、医療機関への適正受診にご理解とご協力をお願いします。

〈用語解説〉
●国庫支出金…国民健康保険事業を運営する市町村に対し、国民健康保険事業に要する費用
の一部を国が負担する負担金・交付金
●前期高齢者交付金…前期高齢者（65歳～ 74歳）にかかる保険給付費等について、国民健
康保険と社会保険の財政負担の不均衡を調整するための交付金
●保険給付費…国保加入者が支払う一部負担金を除いて、保険者が保険医療機関に支払う費用
●後期高齢者支援金…75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度に対して拠出する支援金
●介護納付金…40歳から64歳までの国保加入者から徴収し介護保険に納付する介護保険料

保
険
証
が
変
わ
っ
た
と
き
は

届
け
出
を
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国保加入者を対象に次の事業を行っています

人間ドック助成

対象　次の要件を全て満たす人（世帯）
①６か月以上継続して国保に加入していること
②35歳以上の人
③保険税を完納していること
④市の特定健康診査を受診しない人
助成額　２万円
※人間ドック受検料が２万円以下の場合、助成額は
受検料と同額になります。

特定健康診査

　この健診は、『内臓脂肪症候群（メタボリックシ
ンドローム）』に着目したものです。対象者には、
毎年受診券（はがき）を郵送しています。期間内に
必ず受診しましょう。
対象　40歳以上の人
※ただし、妊娠中の人、施設入所者、長期入院患者、
人間ドック受検者（結果を提示した人）等は除きます。

出産育児一時金支給制度

　国保加入者が出産したとき、子ども１人につき
39万円（産科医療補償制度加入医療機関で出産し
た場合42万円）を支給しています。申請方法は、
医療機関などにご確認ください。
※他の社会保険等に１年以上加入していた国保加入
者が退職後６か月以内に出産し、その社会保険等か
ら支給される場合は国保からは支給されませんので
ご注意ください。

葬祭費支給制度

　国保加入者が死亡したとき、葬祭を行った人に５
万円を支給します。

～医療費が高額になったとき～

　同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、
申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養
費として支給されます。
　「70歳未満の人」と「70歳以上75歳未満の人」や、
「住民税課税世帯の人」と「非課税世帯の人」等では、
限度額が異なります。
　該当する人には、申請のお知らせをします。お知ら
せをする時期は、早くても診療月の３か月後の月末に
なります。

高額療養費

　事前に「限度額適用認定証」の交付を申請し、医療
機関窓口に提示することで、１つの医療機関ごとの窓
口負担は、限度額までになります。
　ただし、70歳以上75歳未満で住民税課税世帯の人
は、申請の必要はありません。

入院・高額通院の場合

　人工透析を必要とする慢性腎不全等で、長期にわた
り、高額な治療を必要とする特定疾病の人は、１つの
医療機関ごとの窓口負担は１万円（70歳未満の上位所
得者は２万円）までになります。「特定疾病療養受療証」
の交付を申請し、医療機関等窓口に提示してください。

特定疾病の場合

　年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給
者がいるとき、国民健康保険と介護保険の両方の自己
負担を合算し年間の限度額を超えた場合に、申請のお
知らせをします（送付時期は毎年12月頃を予定）。申
請して認められると、超えた分が高額介護合算療養費
として支給されます。

高額医療・高額介護合算療養費

○
郵
送
の
場
合

　

社
会
保
険
証
の
コ
ピ
ー
と
国
民

健
康
保
険
証
（
原
本
）
を
同
封
し
、

コ
ピ
ー
の
余
白
に
「
平
日
窓
口
に

行
け
な
い
た
め
脱
退
の
手
続
き
を

依
頼
し
た
い
」
旨
と
昼
間
の
連
絡

先
、
住
所
、
氏
名
を
記
入
し
、
押

印
し
て
、
保
険
課
宛
に
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。

届
き
ま
し
た
か
？

保
険
証
が
更
新
さ
れ
ま
し
た

　

10
月
１
日
か
ら
使
用
す
る
新
し

い
国
民
健
康
保
険
証
（
青
色
）
を
、

９
月
下
旬
に
「
簡
易
書
留
郵
便
」

で
送
付
し
ま
し
た
。
届
か
な
い
場

合
は
最
寄
り
の
郵
便
局
又
は
左
記

担
当
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

※
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
一
部

の
世
帯
に
は
、
納
税
相
談
の
後
に

お
渡
し
し
ま
す
の
で
、
郵
送
は
し

て
い
ま
せ
ん
。
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国民健康保険証

★保険課☎㉕１１１６


